












































別 冊  説 明 資 料 （主要施策の事業概要） 

 〔事業名〕 〔区分〕  番号 

子育て世帯への家事支援 新規  資料-1

保育園・こども園の保育料及び給食費を無償化 新規  資料-2

 妊産婦のタクシー利用を助成 新規  資料-3 

小中学校入学応援金 新規  資料-4

 小中学校部活動の地域移行 新規  資料-5 

 小中学校の整備 継続  資料-6 

市民プールの整備 継続  資料-7

公共図書館と学校図書館のDX化 新規  資料-8

一流アスリートによるスポーツ教室の開催 継続  資料-9 

高校生等の通院医療費を助成 拡充  資料-10

重層的支援体制整備事業（包括的な支援体制の整備） 新規  資料-11

公的病院の運営支援 継続  資料-12

中小企業の振興 新規  資料-13

 商業団体への支援（プレミアム付商品券事業） 継続  資料-14

 シティセールスの推進 拡充  資料-15 

サンテパルクたはら公民連携リニューアルに向けた取組 新規  資料-16 

 （仮称）渥美半島花火大会の支援 新規  資料-17 

 「世界に誇れる花のまち」に向けた取組 新規  資料-18

 災害対策の充実 新規  資料-19

 消防緊急通信指令施設の更新 新規  資料-20

 防災・減災、国土強靭化に向けた道路橋りょう等の整備 継続  資料-21

 市民館の整備 新規  資料-22

 建築物の耐震化の推進 拡充  資料-23

 水道料金の支援（物価高騰対策） 新規  資料-24

 書かない窓口システムの導入 新規  資料-25

 ごみ処理広域化に向けた中継施設の整備 継続  資料-26 



事業費２，８３０千円新規・拡充・継続

利用の流れ

※令和６年度中、準備が整い次第開始予定

担当課：子育て支援課電話：０５３１－２３－３５１３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jidou@city.tahara.aichi.jp

■目的
児童を養育する家庭における家事を支
援することで、育児にかかる負担の軽減
を図る。

■事業概要（こども基金活用）
乳児期の児童を養育する家庭や養育に
不安を抱える家庭に対し、事業者が訪問
し、家事支援を実施

〇家事の内容
・衣類やタオル類の洗濯
・居住内の清掃、整理整頓
・生活用品の買い物 など
※利用については、一部自己負担あり

子育て世帯への家事支援

利用希望者が事業者に連絡

事業者と希望する家事の内
容や訪問日時等を調整

家事支援のサービスを利用

資料-1

事業費１２１，８７９千円新規・拡充・継続

【３歳未満児の保育料無償化】
国・県の基準により無償化の対象とな
らない園児にかかる保育料を無償化

【３歳以上児の給食費無償化】
国の基準により無償化の対象とならな
い園児にかかる給食費を無償化

担当課：子育て支援課電話：０５３１－２３－３５１３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jidou@city.tahara.aichi.jp

■目的
子育て世帯の家計負担の軽減を行う
ことで、子育て支援施策の充実を図る。

■事業概要（こども基金活用）
○市内の公立・民間保育園等の３歳未
満児にかかる保育料（給食費を含む）
を無償化
○市内の公立・民間保育園等の３歳以
上児にかかる給食費を無償化
※市外保育園等に通う園児について
も同等の無償化を実施

保育料無償化７５，７３７千円
給食費無償化４６，１４２千円

保育園・こども園の
保育料及び給食費を無償化

資料-2



事業費２，０７４千円新規・拡充・継続

助成の流れ

担当課：親子交流館電話：０５３１－２３－１５１０
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：sukutto@city.tahara.aichi.jp

■目的
妊産婦健康診査等のためにタクシーを利用
した妊産婦に対し、タクシー運賃を助成するこ
とで、移動手段の不安とタクシー利用に係る
経済負担の軽減を図る。

■事業概要（こども基金活用）
〇対象者
妊娠届出後から産後８週までの妊産婦
〇助成対象
妊産婦及び乳児健康診査、通院、出産に
伴う入退院、産後ケアのために利用したタ
クシー運賃
〇助成金額
移動に要した費用（上限9,000円）の８割
〇助成回数

1人あたり片道８回

妊産婦のタクシー利用を助成

妊娠中に自ら運転するのが心配・‥
家族による送迎が受けられない・・・
など、移動手段に不安がある妊産婦

タクシーを利用して産科機関へ
・妊産婦及び乳児健康診査
・通院、出産に伴う入退院
・産後ケア

タクシー利用助成金の申請
移動に要した費用（上限9,000円）
の８割を助成
（生活保護世帯、住民税非課税世帯は
自己負担免除）

タクシー利用助成金の支払い
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事業費５０，７００千円新規・拡充・継続

■事業スケジュール
４月上旬申請・受付
４月中旬審査
４月下旬～支給(予定)

■目的
小学校、中学校への新入学時においては
多額の費用がかかる。そのため、子育て世
代の負担軽減と教育の一層充実を図るた
め、新入学時に入学応援金を支給する。

■事業概要（こども基金活用）
○対象者
田原市内に在住し、令和６年４月以降も市
内に在住予定の新小学１年生及び新中学
１年生の保護者(市外の学校へ通う児童生
徒も含む。)
〇支給金額
１人５０千円
・新小学１年生４５１人(２２，５５０千円)
・新中学１年生５６３人(２８，１５０千円)

計＝５０，７００千円

小中学校入学応援金

担当課：教育総務課電話：０５３１－２３－３５３０
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp
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事業費480千円新規・拡充・継続

活動イメージ

担当課（予算）：学校教育課
電話：０５３１－２３－３６７９
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：gkyou@city.tahara.aichi.jp
担当課（事業内容）：生涯学習課
電話：０５３１－２３－３６３５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syogaku@city.tahara.aichi.jp

■目的

小中学校の部活動の段階的な縮小・
廃止に伴い、子どもが希望する活動を
実施できる環境を整えるとともに、地域
活動の継続性を確保する。

■R6実施内容
小中学校部活動地域移行モデル事業
を行い、地域移行の課題を検証する。
○音楽部モデル事業
・合唱
対象：小中学生
・吹奏楽
対象：中学生

小中学校部活動の地域移行
スポーツ活動 文化芸術活動

ボランティア活動 地域活動
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事業費４９３，３１６千円新規・拡充・継続

担当課：教育総務課 電話：０５３１－２３－３５３０
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp

■目的
児童・生徒等が安心安全・快適に学校生活を送るこ
とができるよう、老朽化した建物の長寿命化改修や改
築（建替え）を行うとともに、空調設備等の環境整備を
行う。

■事業概要
〇学校施設の長寿命化改修等整備
・事業期間：令和３年度より
・令和６年度事業費：３６０，２２７千円
・令和６年度主な内容
童浦小学校屋内運動場改築工事
(建築・電気設備・機械設備)
※屋内運動場内に児童クラブ併設
童浦小学校仮設校舎賃貸借

〇学校施設の環境整備
・事業期間：令和５年度より
・令和６年度事業費：１３３，０８９千円
・令和６年度主な内容
童浦小学校屋内運動場空調設置工事
福江小学校屋内運動場空調工事設計
小学校屋内運動場照明LED化工事
(田原中部小、高松小、若戸小、亀山小)

小中学校の整備
■主な事業スケジュール
〇令和５年度
童浦小学校屋内運動場改築工事(令和５～６年度)
童浦小学校校舎長寿命化改修工事設計
福江小学校教室棟長寿命化改修工事(令和４～５年度)
清田小学校屋内運動場長寿命化改修工事
〇令和６年度
童浦小学校屋内運動場空調設置工事
福江小学校屋内運動場空調工事設計
小学校屋内運動場照明LED化工事
童浦小学校仮設校舎賃貸(令和６～８年度)
〇令和７年度
童浦小学校校舎長寿命化改修工事(令和７～８年度)
福江小学校屋内運動場空調設置工事

校舎長寿命化改修後

屋内運動場照明LED化後 童浦小学校屋内運動場工事中

屋内運動場長寿命化改修後
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事業費２０，７４６千円新規・拡充・継続

担当課：スポーツ課電話：０５３１－２３－３５３１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：sports@city.tahara.aichi.jp

■事業の目的
プール、温浴、健康増進、子育て支援機能等を
備え、学校水泳授業等での活用が可能な複合施
設を整備することで、スポーツの振興や健康づく
り、多世代交流を図るとともに福江市街地の活性
化を目指す。

■令和６年度事業の内容
市民プール施設等の良質で効率的な施設整
備を行うため、民間ノウハウを活用できる手法
にて事業の推進を図り、事業者選定を行う。

●整備予定地
所在：田原市福江町地内
面積：約８，０００㎡
●事業内容
・市民プール整備運営事業アドバイザリー業務

市民プールの整備
■今後のスケジュール
令和５年度：調査検討・事業手法の決定
令和６～７年度：事業者選定
令和７～１０年度：整備(設計施工)
令和１０年度：オープン

■施設機能、利用イメージ

※画像はイメージにつき、整備内容を示すものではありません。

プール施設 温浴施設

学校水泳授業利用 キッズスペース（遊具）
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事業費７１，４８７千円新規・拡充・継続

担当課：図書館電話：０５３１－２３－４９４６
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：tosho@city.tahara.aichi.jp

■目的
公共図書館と学校図書館のDXを進め、
児童生徒をはじめとした市民の利便性向
上、生涯読書の振興及び教職員の業務
効率化を図る。

■事業概要

・小中学校に学校図書館システムを導入
し、公共図書館とネットワーク化すること
で蔵書を相互に活用します。
・児童生徒向けに電子書籍等電子コンテ
ンツを導入します。
・公共図書館に画像解析AIによる自動貸
出機を導入し、市民の利便性を向上し
ます。

公共図書館と学校図書館のDX化

プログラミング講座

・画像解析AIによる自動貸出機を導入し、
市民の利便性を向上します

・学校図書館システムを導入し、公共図書館とネッ
トワークでつなぐことで、業務効率化と蔵書の相互利
用を行います

・児童生徒が持つタブレット端末等から、電子書籍や
ふるさと教育に役立つ電子コンテンツを閲覧することが
できます

■事業イメージ
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事業費４，３５６千円新規・拡充・継続

担当課：スポーツ課電話：０５３１－２３－３５３１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：sports@city.tahara.aichi.jp

■目的
一流アスリートの指導を受けることにより、
競技をやっていく上で大切な心構えや、技術
を学び、より一層競技力の向上が出来るよう
にスポーツ教室の開催を実施する。
また将来的に世界で活躍できる夢を持てる
選手を目指す刺激のある講演会を実施する。

■事業概要
○プロ選手や実業団選手によるスポーツ教室
・ライアン小川野球教室
・三遠ネオフェニックスバスケットボール教室
・実業団選手による野球教室
・実業団選手によるバレーボール教室
・一流アスリートによるスポーツ教室

一流アスリートによるスポーツ教室の開催 一流アスリートによるスポーツ教
室の開催

※写真は令和５年度の様子です

ライアン小川野球教室

三遠ネオフェニックス
バスケットボール教室

トヨタ車体クインシーズ
バレーボール教室

トヨタ自動車硬式野球部
野球教室
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事業費１７，７２３千円新規・拡充・継続

みほん

担当課：保険年金課電話：０５３１－２３－３５１４
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：：hokenen@city.tahara.aichi.jp

■目的
子ども医療の支給対象を拡大し、適切
な医療の確保を図り、福祉の増進に努め
る。

■事業概要（こども基金活用）
高校生等の通院医療費の自己負担相
当額を令和６年１０月診療分から助成す
る。

①対象者
１８歳以下の子ども（就労者を含む）
(平成１８年４月2日～２１年４月1日生まれ)
②対象となる医療費
通院における保険適用自己負担額の全額
③対象期間

令和６年１０月以降の診療分について適用

高校生等の通院医療費を助成

支給対象 対象者

通院 ０歳~１５歳
入院 ０歳~１８歳

支給対象 対象者

通院
０歳~１８歳

入院

【現行】

【拡充後】

医療費無償化を
１８歳まで拡大

みほん
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事業費１７６，２６２千円新規・拡充・継続

担当課：地域福祉課、高齢福祉課、子育て支援課、
親子交流館、健康課、学校教育課、生涯学習課

代表電話：０５３１－２３－３５１２（地域福祉課）
代表ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：fukushi@city.tahara.aichi.jp（地域福祉課）

■目的
地域の複雑化・複合化した支援ニーズに対
応するため、高齢、障害、子育て、教育、困窮
といった各分野で連携し、包括的な支援体制を
構築する。

■事業概要
〇参加支援（新規）
本人・世帯の状態に合わせ、地域資源を活か
しながら、居場所や就労支援等を提供し、社会
とのつながりを回復する支援

〇包括的相談支援（継続）
本人・世帯の属性に関わらず受け止める相談
支援

〇地域づくりに向けた支援（継続）
地域社会からの孤立防止、地域における多世
代の交流や役割を生み出す支援

重層的支援体制整備事業
（包括的な支援体制の整備）

〇多機関協働による支援（継続）
通常の連携では対応困難なケースにおける役

割分担や支援の方向性の整理、支援調整を多機
関で協働し行う

〇アウトリーチを通じた継続的支援（継続）

本人との信頼関係構築に向けた支援に力点を置
き、支援が届いていない人に支援を届ける

包括的な
支援体制

子
ど
も
・

教
育

子
ど
も
・

教
育
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事業費３１７，４２８千円新規・拡充・継続

担当課：健康課 電話：０５３１－２３－３５１５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kenko@city.tahara.aichi.jp

■目的

地域医療の拠点である公的病院の

体制整備を支援することで、質の高い

医療機能の維持・充実を図る。市民や

医療従事者にとって、ますます魅力あ

る病院となるよう、支援を強化する。

■事業概要

○公的病院運営支援

・救急医療施設の運営

・医療従事者の確保

○医療機器等整備への支援

公的病院の運営支援
公的病院運営支援の
イメージ

1

・救急医療施設運営 ・医療従事者確保

超音波診断装置ＳＰＥＣＴ－ＣＴ

高度医療機器整備支援（令和6年整備予定の機器）

心臓領域の高画
質画像診断装置

患者への負担が
少ない高画質画
像診断装置

薬剤システム

調剤や錠剤分包等
の総合管理装置
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事業費１６，５５０千円新規・拡充・継続

担当課：商工課電話：０５３１－２７－７３３１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@city.tahara.aichi.jp

■目的

中小企業の振興を図り、地域経済の
持続的な成長につなげるため、（仮称）
中小企業振興条例の制定を検討すると
ともに、その拠点となる（仮称）産業会館
の整備を行う。

■事業概要

○（仮称）産業会館整備設計

・事業者、商工会、経済団体、市など
が連携し、共創できる拠点としての
（仮称）産業会館を目指し、旧田原デ
イサービスセンターの改修設計を行う。

中小企業の振興 旧田原デイサービスセンター

公共交通アクセスが優れている三河田原駅近くにある

（仮称）産業会館販路拡大

生産性向上

人材確保
人材育成

創業

事業承継 ビジネスパートナー
マッチング

農業・工業・商業・観光
ビジネスネットワーク

新事業創出
商品開発

中小企業振興・産業振興の拠点に
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事業費８１，７７５千円新規・拡充・継続

担当課：商工課電話：０５３１－２７－７３３１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoko@city.tahara.aichi.jp

■目的

原油や原材料の価格上昇の影響を受けた
市内の事業者を支援し、市内消費の喚起及
び地域経済の活性化を図ることを目的とし
て、デジタルプレミアム付商品券を発行す
る。
また、すべてのプレミアム付商品券をデジタ
ルとすることで、キャッシュレスの普及を進め、

地域ＤＸの促進につなげる。

■事業概要
プレミアム率：30％

6,500円分を5,000円にて販売
発行総額：2億6,000万円
・デジタル商品券計40,000セット
取扱店舗：約400店舗
・飲食店・宿泊事業者・小売・サービス事業者

商業団体への支援（プレミアム付商品券事業） デジタルプレミアム付商品券
１6,500円分を5,000円で販売、１円単位で使用
可能
２申し込みは、スマートフォンから

１．利用者は、レジ前設置
のQRコードを読み取る。

２．利用者は、レジの方に
スマートフォンの画面を
見せながら、金額を入力
して決済。

〇利用方法

◎購入対象者を市外に広げ、夏
休み期間に商品券を使用でき
るようにすることで、観光消費
の拡大を図る。
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事業費３０５，４６０千円新規・拡充・継続

■魅力ある本市ふるさと納税返礼品（イメージ）

■大都市圏でのイベント開催を通じた魅力発信

担当課：企画課電話：０５３１－２７－７９７８
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：chisou@city.tahara.aichi.jp

■目的
ふるさと納税制度の活用や大都市圏等でのイベ
ント開催など効果的なPRを実施し、本市のイメー
ジ向上及び定住・移住の促進を図る

■事業概要
〇ふるさと納税制度を活用した魅力の発信
・（一社）渥美半島観光ビューローとの連携に
より市特産品等を活用した返礼品の開発・拡
充、PRを実施
〇大都市圏でのイベント等による魅力の発信
・ふるさと大使や本市に縁のある方々の協力の
もと、首都圏でのマルシェイベント等を開催
・中日ドラゴンズゲームスポンサーを活用したＰＲ
イベントを開催
・名古屋駅等へのデジタルサイネージ広告掲出
やウェブ掲載、ウェブ広告等により定住・移住の
ＰＲを実施

シティセールスの推進

《首都圏でのマルシェイベント》 《名古屋駅でのデジタルサイネージ》

《中日ドラゴンズゲームスポンサーイベント》
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事業費２４，２２２千円新規・拡充・継続

担当課：農業公園管理事務所電話：０５３１－２５－１２３４
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：nogyokoe@city.tahara.aichi.jp

■目的
サウンディング型市場調査の民間提案により、
ＰＦＩ手法による公民連携の成立が見込まれる
農業公園リニューアル整備を進める。

■事業概要
委託業務によるサポートを受け、ＰＦＩ法に則
した実施方針の策定・公表、特定事業の選定・
公表、募集要項公表、事業者選定、契約まで
一連の手続きを行う。
〇委託業務期間：令和６～７年度（予定）
〇委託業務費計：３９，４５７千円（見込）

■令和６年度の実施内容（予定）

〇実施方針の策定・公表

〇特定事業の選定・公表

〇募集要項公表

■令和７年度の実施内容（予定）
〇事業者選定
〇事業契約

サンテパルクたはら
公民連携リニューアルに向けた取組

■事業契約以降の工程（想定）
〇契約事業者による設計
〇契約事業者による工事
〇契約事業者への公園管理業務引継ぎ
〇リニューアルオープン

＜基本理念＞ （芦ヶ池農業公園ビジョン報告書H11.3より）
『農業』をテーマに新しい価値の創造
①都市と農村の交流の場をつくる：都市住民や子どもたちにとっての新しい価値
②地域農業者の技術・情報・研修の場をつくる：地域農業者にとっての新しい価値
③新たな地域産業・地域農畜産品を振興する：地域農業にとっての新しい価値
④安らぎのある健康的な農村環境をつくる：来園者にとっての新しい価値
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事業費５０，０００千円新規・拡充・継続

担当課：観光課電話：０５３１－２３－３５２２
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kanko@city.tahara.aichi.jp

■目的
新規に開催される渥美半島花火大会を支援
し、ナイト観光コンテンツとして活用することで、
観光客の宿泊への誘導のほか、観光施設や
飲食店の利用促進につなげる。

■事業概要
渥美半島花火大会事業に対する補助金

○主催：渥美半島花火大会実行委員会
○開催時期：１０月頃（調整中）
○開催場所：田原市中央公園周辺（予定）

（仮称）渥美半島花火大会の支援

渥美半島
花火大会

伊良湖温泉 宿泊施設

観光振興

地域活性化

観光振興

地域活性化

たはら
巡り～な

体験型観光
コンテンツの提供

観光資源

飲食店、宿泊施設
への誘客

飲食店

宿泊への誘導

観光消費拡大

満足度の向上

従来型の
観光資源も活用

観客の
周遊促進

観覧ツアー等
旅行商品の造成

ツアー造成

田
原
市支援
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事業費67,955千円新規・拡充・継続

「世界に誇れる花のまち」に向けた取組

■目的
日本一の産出額を誇る花きを活用した「世界
に誇れる花のまち」を目指したさまざまな取組
を実施する。

■主な事業概要
○世界に誇れる花のまちプロジェクト実施

（38,955千円）
・菜の花まつり会場での花のフェスティバル（仮称）
開催（花き作品展示、パフォーマンス催事等）
・インバウンドツアーの企画

○三河田原駅駅前広場整備工事
・フォトスポットの設置（12,000千円）
○花木の名所づくり推進事業補助

・花木を活用した名所整備に係る補助
（17,000千円）
対象者：住民、団体及び事業者
事業区域：500㎡以上
対象経費：花木の植栽、園路整備等
補助金額：対象経費の2分1（上限1,500万円）

担当課：街づくり推進課電話：０５３１－２３－３５２３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：machi@city.tahara.aichi.jp
担当課：農政課電話：０５３１－２３－３５１７
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：nosei@city.tahara.aichi.jp
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事業費５２７，１１８千円新規・拡充・継続

担当課：防災対策課電話：０５３１－２３－３５４８
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：saigai@city.tahara.aichi.jp

■目的
○防災行政無線の更新【継続】
動作の確実化と機能の向上を図ると同時
に防災アプリを導入し、市民が防災情報等
を入手する手段の多重化を図る。
○ドローン導入【新規】
消防活動等の効率化を図る。
災害発生時の迅速な状況把握に努める。
○ラップ式トイレ導入【新規】
手すり付きで排泄物の個包装ができるラ
ップ式トイレを導入し、要配慮者への対応
及び避難所の衛生環境の充実を図る。
■事業概要
○防災行政無線の更新（工事）R5～R7
※令和年度事業費 千円6 515,172
○ドローン導入（2機）
導入費 千円1,998
○ラップ式トイレ導入（36基）
購入費 千円9,948

災害対策の充実

防災行政無線の更新
防災アプリの導入

ラップ式トイレの導入

ドローンの導入

【消防活動用】
サーマルカメラを搭載し、消防
活動・捜索救助活動に活用
【災害対策用】
災害時の被害調査等に活用

（消防活動用・災害対策用）

安心

衛生的
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事業費２４３，５４９千円新規・拡充・継続

担当課：消防課 電話：０５３１－２３－４０７３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syoubouk@city.tahara.aichi.jp

■目的
東三河５市で共同運用している消防緊急通
信指令施設の更新整備に伴い、市内各署で運
用している各種システム・機器などを更新し、
１１９番受信から的確な出動指令伝達を維持
継続する。

■事業概要
主な消防緊急通信施設の更新内容

〇パソコン系システムや周辺機器
指令装置指令伝送装置など

〇車両動態位置管理装置
災害現場に最も近い消防車両等を選別して
出動させる装置

〇支援情報システム

防火対象物、危険物施設、消防水利など

情報を総合的に管理するシステム

１１９番受信から出動までの流れ消防緊急通信指令施設の更新
１１９番通報を受信、
火災・救急などの災害
種別・規模に応じた最
適な出動隊を編成し、
出動指令を伝達する。

各署へ出動指令を伝達各署へ出動指令を伝達

編成された車両へ直接出動指令編成された車両へ直接出動指令

車両動態位置理管装置

東三河消防指令センター
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事業費７６５，６９３円新規・拡充・継続

担当課：維持管理課電話：０５３１－２３－４１０３
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：ijikanri@city.tahara.aichi.jp

■目的
近年の大規模自然災害等に備えるため、事
前に都市基盤の整備を行い、災害等の発生
予防・拡大防止を図る。

■事業概要
「防災・減災、国土強靭化の推進」による交付
金事業等を利用し、道路、橋りょう、河川等の
改修、修繕や、浸水対策検討業務を行う。
・幹線道路整備事業、道路改良事業、
交通安全施設整備事業、橋りょう整備事業、
河川改良事業、水路改良事業
令和６年度（道路改良、橋りょう整備、護岸改良）

３５１，８９６千円
令和５年度繰越（道路改良、交通安全施設整備）

８２，７５９千円
・漁港管理事業、道路維持事業、橋りょう等維持事業
道路舗装事業、河川維持事業、港湾管理事業
令和６年度（点検、修繕工事、浚渫工事）

２３１，１３８千円
令和５年度繰越（修繕工事）

９９，９００千円

防災・減災、国土強靭化に向けた
道路橋りょう等の整備

担当課：建設課 電話：０５３１－２３－７４０５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：kensetsu@city.tahara.aichi.jp

河川改修イメージ

橋りょう改修イメージ

道路改修イメージ

改修前 改修後

改修前

改修前 改修後

改修後
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事業費70,595千円新規・拡充・継続

担当課：生涯学習課電話：０５３１－２３－３６３５
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：syogaku@city.tahara.aichi.jp

■目的
地域コミュニティの拠点である市民館
を市民が安心して利用できるよう、建物
の長寿命化改修、改築（建替え）、空調
設備等の環境整備を行う。

■事業概要
○野田市民館建替え工事
・令和6年度事業費４４,１９５千円
・令和6年度主な内容
地質調査、基本設計、実施設計

○赤羽根市民館多目的ホール空調改修
・令和6年度事業費：２６,４００千円
（令和5年度繰り越し事業）

市民館の整備

生け花教室 コミュニティカフェ

コミュニティの活動

しいたけ菌打ち体験 手芸教室

資料-22



事業費４０，８００千円新規・拡充・継続

担当課：建築課電話：０５３１－２３－３５２６
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：eizen@city.tahara.aichi.jp

■目的
大規模地震に備え、市民の生命及
び財産を守るため、住宅の耐震化を
促進する

■事業概要
〇木造住宅等耐震改修補助金
＜現状＞ ＜拡充＞

１４０万円⇒１４０万円＋３０万円（最大）
耐震改修工事の補助金を上乗せ
・高齢者のみがお住いの住宅＋２０万円
・市内事業者が実施した工事＋１０万円

○簡易耐震対策事業補助金
＜現状＞ ＜拡充＞

３０万円⇒４０万円
対策事業の補助金を増額

建築物の耐震化の推進 木造住宅等耐震改修

住宅全体の補強ができない場合に
防災ベッドや部分補強などを行い
地震対策を実施する

住宅全体の補強をして
安心して暮らせるような工事を行う

簡易耐震対策事業

防災ベッド 耐震シェルター 部分補強
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事業費１０３，１４８千円新規・拡充・継続

口径１３㎜：２か月で５０ 使用の場合

担当課：水道課電話：０５３１－２３－３５３２
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：suido@city.tahara.aichi.jp

■目的

エネルギー・食料品価格等の物価高
騰の影響を受けている水道使用者を支
援するため、水道料金改定後の固定料
金の一部免除を実施する。

■事業概要
○官公庁除く水道使用者の固定料金
の２分の１を免除
○令和６年８月・１０月・１２月請求分
（使用期間：令和６年６月～１１月）
※水道料金改定後の６か月実施

■東三河各市の状況
豊川市・蒲郡市が固定料金の免除を
実施済

水道料金の支援（物価高騰対策）

（参考）減免なし

旧料金

請求月 R6.6 R6.8 R6.10 R6.12 R7.2

固定料金 1,870 2,156 2,156 2,156 2,156

使用水量料金 4,070 4,884 4,884 4,884 4,884

合計 5,940 7,040 7,040 7,040 7,040

旧料金

請求月 R6.6 R6.8 R6.10 R6.12 R7.2

固定料金 1,870 1,078 1,078 1,078 2,156

使用水量料金 4,070 4,884 4,884 4,884 4,884

合計 5,940 5,962 5,962 5,962 7,040

固定料金免除（ 、 、 ）1/2 R6.8 R6.10 R6.12

※新料金

※新料金

※ から改定後新料金適用R6.8
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■目的
来庁者の負担軽減を図り、市民に身近な窓

口サービスの利便性を向上させる。

■事業概要
窓口に設置したタブレットから住民票等の申
請書を選び、マイナンバーカード等の情報を読
み取ることで、氏名・住所・生年月日・性別等が
印刷された申請書を自動作成するシステムを
導入する。

■導入計画（予定）
導入時期：令和6年７月頃
導入場所：市役所本庁舎（市民課）２台

赤羽根市民センター １台
渥美支所（市民生活課）１台

事業費５，８７３千円新規・拡充・継続

担当課：総務課電話：０５３１－２３－３５６１
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：jyosys@city.tahara.aichi.jp

書かない窓口システムの導入
■書かない窓口利用の流れ

田原太郎

田原市田原町南番場30番地1

令和6年10月5日

※住民票の写し、印鑑登録証明書等 ※マイナンバーカード、運転免許証等
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事業費1,534,844千円新規・拡充・継続

担当課：廃棄物対策課電話：０５３１－２３－３５３８
ﾒーﾙｱﾄ゙ﾚｽ：haikibutsu@city.tahara.aichi.jp

■目的
令和７年４月の豊橋市とのごみ処理
広域化の開始に向けて、ごみ収集車で
回収した市内のごみ（もやせるごみ・
生ごみ）を大型車両に積み替え、豊橋
市内のごみ処理施設に運搬するための
中継施設を整備する。

■事業概要
【令和５～６年度】
施設の建設工事（令和７年３月中旬完成予定）
【令和７年度】
４月供用開始予定

ごみ処理広域化に向けた
中継施設の整備

ごみ中継施設

（整備イメージ）

炭生館
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